
１
．
遺
言
書
が
必
要
な
場
合

と
は

　「
世
界
に
冠
た
る
制
度
」
と
し
て
、

役
所
の
戸
籍
係
が
誇
っ
て
き
た
の
が

日
本
の
戸
籍
制
度
で
す
。
戸
籍
を
た

ど
っ
て
い
け
ば
、
法
定
相
続
人
が
わ

か
ら
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ

ん
。
相
続
人
（
法
定
相
続
人
）
ら
が
、

民
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
相
続
分

（
法
定
相
続
分
）
の
と
お
り
に
相
続

し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
の
で

あ
れ
ば
、
遺
言
書
を
作
成
す
る
必
要

は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

特
集
相
続
相
談
に
活
か
す
　
遺
言
書
関
連
知
識

①
　�
自
筆
証
書
遺
言
の
ル
ー
ル
変
更
と�

そ
の
保
管
制
度
に
つ
い
て

　
逆
に
言
え
ば
、
法
定
相
続
人
で
は

な
い
人
や
団
体
（
例
え
ば
お
世
話
に

な
っ
た
施
設
や
寄
付
を
し
た
い
福
祉

団
体
な
ど
）
に
財
産
を
遺
し
た
い
場

合
や
、
法
定
相
続
分
と
は
異
な
る
割

合
で
遺
産
を
相
続
さ
せ
た
い
場
合

（
例
え
ば
、
す
べ
て
の
農
地
を
、
三

人
の
子
ど
も
の
う
ち
農
業
を
承
継
す

る
長
女
に
遺
し
た
い
等
）
は
、
遺
言

書
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

す
。

　
た
だ
、
一
見
す
る
と
遺
言
書
が
不

要
に
思
え
る
場
合
で
も
、「
法
定
相

続
人
が
法
定
相
続
分
に
応
じ
て
相
続

す
る
」
と
い
う
民
法
の
定
め
は
、「
各

遺
産
を
法
定
相
続
人
が
法
定
相
続
分

の
割
合
で
共
有
す
る
」
と
い
う
こ
と

で
す
か
ら
、
例
え
ば
法
定
相
続
人
が

子
ど
も
三
人
の
み
の
場
合
、
自
宅
不

動
産
も
、
株
式
も
、
い
ず
れ
も
子
ど

も
三
人
の
共
有
と
な
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
そ
の
た
め
、相
続
開
始
後
、

子
ど
も
三
人
は
自
宅
不
動
産
を
長
女

に
す
る
の
か
、
株
式
は
長
男
に
す
る

の
か
、
す
る
と
次
女
は
…
…
と
遺
産

分
割
協
議
を
行
な
っ
て
、
具
体
的
に

各
遺
産
を
承
継
す
る
者
を
決
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
遺
言
書
は
、
こ
の
協
議
を
不
要
と
　
　

し
、
自
ら
が
誰
に
何
を
遺
し
た
い
か

を
具
体
的
に
決
め
て
お
く
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
と

並
行
し
て
相
続
税
対
策
を
行
う
こ
と

も
で
き
ま
す
し
、
特
に
、
事
業
承
継

の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
承
継
が

ス
ム
ー
ズ
に
進
む
よ
う
、
む
し
ろ
遺

言
書
の
作
成
が
不
可
欠
と
言
っ
て
も

よ
い
で
し
ょ
う
。

　
も
っ
と
も
、
遺
言
書
で
も
自
由
に

決
め
ら
れ
な
い
範
囲
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
「
遺
留
分
」
で
す
。
兄
弟
姉

妹
以
外
の
法
定
相
続
人
に
は
こ
の

相
続
相
談
は
、
い
ま
や
信
用
事
業
に
欠
か
せ
な
い
業
務
と
い
え
る
。
そ
の
中
で
、
遺
言
書
の

作
成
を
お
勧
め
す
る
場
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
必
要
性
を
お
さ
ら
い
す

る
と
と
も
に
、
相
続
法
改
正
に
よ
り
ル
ー
ル
が
変
更
さ
れ
た
自
筆
証
書
遺
言
を
取
り
上
げ
、

主
に
財
産
目
録
の
作
り
方
と
遺
言
書
保
管
制
度
に
つ
い
て
簡
潔
に
解
説
す
る
。
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動産など、地域事務所として幅広い法
務に対応しています（弁護士９名）。
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「
遺
留
分
」
が
あ
り
、
遺
留
分
を
無

視
し
た
遺
言
書
を
作
成
し
て
も
、「
遺

留
分
」
権
利
者
が
請
求
を
す
れ
ば
、

遺
留
分
を
侵
害
し
て
い
る
受
遺
者
等

が
遺
留
分
相
当
額
の
金
銭
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２
．
遺
言
の
種
類

　
遺
言
に
は
、
自
筆
証
書
遺
言
と
公

正
証
書
遺
言
が
あ
り
ま
す
。（
そ
の

他
、「
秘
密
証
書
遺
言
」
や
死
亡
の

危
急
に
迫
っ
た
場
合
の
遺
言
な
ど

「
特
別
の
方
式
に
よ
る
遺
言
」
も
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
説
明
を
省
略
）。

　
こ
の
う
ち
、
自
筆
証
書
遺
言
に
関

す
る
ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま
し
た（「
民

法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」。
自
筆
証
書
遺
言

の
方
式
の
緩
和
に
関
す
る
部
分
は
平

成
三
一
年
一
月
一
三
日
施
行
）。
こ

こ
か
ら
は
、
自
筆
証
書
遺
言
の
変
更

点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
説
明
し
ま

す
。３

．
自
筆
証
書
遺
言
に
添
付

す
る
相
続
財
産
の
目
録

は
自
書
し
な
く
て
よ
い

　
自
筆
証
書
遺
言
は
そ
の
全
文
、
日

付
、
氏
名
を
自
書
し
、
か
つ
印
を
押

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
度
、
自
筆
証
書
遺
言

に
相
続
財
産
の
目
録
を
添
付
す
る
場

合
は
、
そ
の
目
録
は
自
書
し
な
く
て

よ
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
自
書
に
よ
ら
な
い
財
産
目
録
に

は
、次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
た
も
の

②
不
動
産
の
登
記
事
項
証
明
書
の
写

し
③
通
帳
の
写
し
　

　
た
だ
、
そ
の
財
産
目
録
に
は
「
毎

葉
」（
ペ
ー
ジ
ご
と
）
に
署
名
と
押

印
が
必
要
で
す
。
仮
に
財
産
目
録
が

用
紙
の
両
面
と
な
っ
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
両
面
に
そ
れ
ぞ
れ
署
名
と

押
印
が
要
り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
ル
ー
ル
は
、
財
産
目

録
を
別
紙
と
し
て
添
付
す
る
場
合
の

も
の
で
す
の
で
、
本
文
中
に
財
産
目

録
を
記
載
す
る
場
合
に
は
す
べ
て
自

書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
自
筆
証
書
遺
言
は
、
そ
の

全
文
を
自
書
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

わ
け
で
す
が
、
途
中
に
誤
り
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
場
合
の
訂
正
方
法

に
つ
い
て
は
厳
格
な
ル
ー
ル
が
あ
り

ま
す
。「
遺
言
者
が
、
変
更
の
場
所

を
指
示
し
、
こ
れ
を
変
更
し
た
旨
を

付
記
し
て
こ
れ
に
署
名
し
、
か
つ
、

そ
の
変
更
の
場
所
に
印
を
押
さ
な
け

れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
」
と

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
具
体
例
は
次

頁
図
表
の
と
お
り
で
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
ル
ー
ル
は
添
付
し

た
目
録
を
訂
正
す
る
場
合
に
も
同
じ

よ
う
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
自
筆
証
書
遺
言
の
本

文
と
財
産
目
録
は
、
ホ
ッ
チ
キ
ス
で

綴
じ
た
り
契
印
す
る
と
一
体
で
あ
る

こ
と
が
明
瞭
に
な
り
ま
す
が
、
し
な

か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
遺
言
が
方
式

を
欠
い
て
無
効
と
な
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

４
．
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管

制
度

　
自
筆
証
書
遺
言
は
自
分
で
書
き
記

せ
ば
比
較
的
簡
単
に
作
成
で
き
る
と

い
う
利
便
性
が
あ
る
の
で
す
が
、
せ

っ
か
く
作
成
し
た
遺
言
書
を
紛
失
し

た
り
、
自
分
で
も
ど
こ
に
置
い
た
か

わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
す
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
相
続
人

の
一
部
が
こ
れ
を
発
見
し
て
自
分
に
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「
終
活
」「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
」

と
い
う
言
葉
が
広
く
浸
透
し
、今
や
、

金
融
機
関
が
お
客
様
に
対
し
て
「
生

前
の
相
続
対
策
」
を
お
勧
め
す
る
こ

と
へ
の
抵
抗
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
。
ま

た
、高
齢
化
の
進
展
と
核
家
族
化
等
、

家
族
の
あ
り
方
の
変
化
に
よ
っ
て
相

続
に
対
す
る
意
識
に
も
変
化
が
生

じ
、
相
続
関
係
の
家
事
相
談
件
数
が

増
加
し
て
お
り
、
遺
言
の
重
要
性
は

高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

各
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
そ
の

ニ
ー
ズ
喚
起
、
預
貯
金
流
出
防
止
等

を
ね
ら
っ
て
、
相
続
相
談
に
強
い
行

職
員
を
育
成
（
注
）
し
た
り
、
相
続

関
連
業
務
を
拡
充
す
る
動
き
が
活
発

化
し
て
い
る
。

　

昨
今
取
扱
い
を
増
や
し
て
い
る
相

特
集
相
続
相
談
に
活
か
す
　
遺
言
書
関
連
知
識

②
　
農
中
信
託
銀
行
の
遺
言
信
託
〈
取
材
レ
ポ
ー
ト
〉

続
関
連
業
務
の
一
つ
に
は
、
遺
言
書

の
保
管
・
執
行
業
務
（
い
わ
ゆ
る
「
遺

言
信
託
」）
が
あ
る
。
遺
言
信
託
は
、

財
産
に
関
す
る
状
況
の
調
査
、
遺
言

書
の
作
成
の
相
談
、
遺
言
書
の
保
管

の
引
受
け
を
行
う
と
い
う
も
の
。
受

託
内
容
に
遺
言
執
行
が
含
ま
れ
る
も

の
の
場
合
、
相
続
開
始
時
に
は
、
遺

言
執
行
者
と
し
て
財
産
に
関
す
る
遺

言
の
内
容
を
実
現
す
る
た
め
の
任
務

（
不
動
産
の
管
理
、
売
却
処
分
や
預

貯
金
・
株
式
な
ど
の
名
義
変
更
や
換

価
処
分
）
を
行
う
。 

　

国
内
の
取
扱
状
況
は
増
加
傾
向
に

あ
り
、
二
〇
二
一
年
三
月
末
現
在
で

約
一
五
万
九
〇
〇
〇
件
。
一
一
年
間

で
倍
以
上
に
増
え
て
い
る
。
特
に
近

年
は
、
遺
言
書
の
保
管
か
ら
執
行
ま

で
引
き
受
け
る
形
の
契
約
が
九
五
％

近
く
を
占
め
て
い
る
（
図
表
１
。
一

般
社
団
法
人
信
託
協
会
「N

EW
S 

RELEASE

二
〇
二
一
年
七
月
九

日
」）。

　

Ｊ
Ａ
に
お
け
る
相
続
関
連
業
務
の

一
手
と
し
て
は
、
農
中
信
託
銀
行
の

「
遺
言
信
託
」
の
活
用
が
挙
げ
ら
れ

る
。
代
理
店
契
約
を
結
ん
で
い
る
Ｊ

Ａ
に
お
い
て
、
Ｊ
Ａ
と
と
も
に
組
合

員
の
遺
言
作
成
、
管
理
等
を
行
い
、

相
続
対
策
に
対
応
す
る
も
の
だ
。

　

本
稿
で
は
、
Ｊ
Ａ
の
遺
言
信
託
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
農
中
信
託
銀
行
の
取

組
み
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
。

（
注
）
銀
行
業
務
検
定
試
験
「
相
続
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
二
・
三
級
」
受
験
者
一
三

万
五
八
五
〇
名
（
二
〇
一
四
年
～
二

〇
二
一
年
一
〇
月
の
延
べ
人
数
）

１
．
農
中
信
託
銀
行
の
Ｊ
Ａ・

組
合
員
向
け
業
務
の
概

要

　

農
中
信
託
銀
行
は
、
農
林
中
央
金

庫
の
一
〇
〇
％
子
会
社
で
、
一
九
九

五
年
に
設
立
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
四

年
一
二
月
に
信
託
業
法
等
の
改
正
法

が
施
行
さ
れ
、
信
託
業
の
担
い
手
が

拡
大
さ
れ
て
金
融
機
関
以
外
の
事
業

会
社
の
参
入
な
ど
が
可
能
に
な
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
同
行
で
は
、
二
〇

〇
五
年
一
〇
月
に
遺
言
信
託
業
務
を

ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
同
業
務
は
、

Ｊ
Ａ
お
よ
び
信
連
（
以
下
、「
Ｊ
Ａ
」

と
い
う
）
を
代
理
店
と
し
、
生
前
の

遺
言
書
作
成
相
談
と
相
続
発
生
後
の

相
続
関
連
手
続
を
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

相
続
相
談
に
お
け
る
提
案
の
一
つ
に
、
遺
言
信
託
の
活
用
が
あ
る
。
最
近
で
は
、
地
銀
等
で

も
提
案
の
推
進
を
強
化
す
る
傾
向
に
あ
る
模
様
。自
Ｊ
Ａ
の
取
扱
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
仕
組
み
を
知
っ
て
お
く
べ
き
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
農
中
信
託
銀
行
の
遺
言
信
託
を

取
り
上
げ
る
。
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グ
し
て
、
相
続
に
関
す
る
実
務
の
取

り
ま
と
め
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

同
行
の
Ｊ
Ａ
お
よ
び
組
合
員
向
け

商
品
と
し
て
は
次
の
二
点
が
あ
る
。

・
遺
言
信
託
（
管
理
コ
ー
ス
／
執
行

コ
ー
ス
）

・
遺
産
整
理
業
務

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
同
行
の
個

人
資
産
相
談
部
が
業
務
を
担
当
。
財

務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
、
審
査
チ
ー

ム
、
執
行
事
務
担
当
等
が
所
属
す
る

専
門
家
集
団
で
あ
る
。

２
．
受
託
実
績
と
代
理
店
数

の
推
移

　

現
在
、
代
理
店
数
は
一
一
七
（
二

〇
二
一
年
一
一
月
末
時
点
）。
三
大

都
市
圏
を
中
心
に
、
組
合
員
か
ら
の

遺
言
作
成
ニ
ー
ズ
の
高
い
Ｊ
Ａ
が
代

理
店
と
な
っ
て
い
る
。

　

遺
言
信
託
受
託
件
数
は
開
業
以
来

順
調
に
増
加
基
調
に
あ
り
、
二
〇
一

九
年
に
は
年
間
四
〇
〇
件
に
到
達
。

　

二
〇
二
〇
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
て
や

や
落
ち
着
い
た
結
果
に
な
っ
た
も
の

の
、
二
〇
二
一
年
は
持
ち
直
す
見
通

し
と
い
う
。
受
託
件
数
の
推
移
を
見

る
と
、
特
に
、
二
〇
一
五
年
の
相
続

税
改
正
に
よ
る
基
礎
控
除
縮
小
な

ど
、
相
続
に
対
す
る
状
況
の
変
化
が

受
託
件
数
増
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て

い
る
（
図
表
２
）。

３
．
農
中
信
託
銀
行
の
遺
言

信
託
に
つ
い
て

　

農
中
信
託
銀
行
の
遺
言
信
託
は
、

同
行
の
財
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
、

Ｊ
Ａ
・
信
連
の
担
当
者
、
遺
言
者
と

な
る
組
合
員
の
三
者
で
、
遺
言
作
成

に
関
す
る
事
前
の
相
談
か
ら
遺
言
書

作
成
、
作
成
後
の
保
管
・
管
理
、
相

続
発
生
後
の
遺
言
書
引
渡
し（
執
行
）

等
を
行
う
。

　

遺
言
信
託
自
体
の
ニ
ー
ズ
の
掘
り

起
こ
し
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ａ
で
の
相

続
相
談
会
や
、
支
店
長
・
渉
外
担
当

者
と
の
会
話
な
ど
、
日
常
の
活
動
の

な
か
で
情
報
を
集
め
る
と
い
う
。
そ

こ
か
ら
作
成
さ
れ
た
「
ご
意
向
確
認

書
」「
財
務
診
断
」「
相
続
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
」
な
ど
に
基
づ
き
、
Ｊ
Ａ
と

農
中
信
託
銀
行
が
情
報
を
共
有
す
る
。

　

そ
の
後
の
具
体
的
な
流
れ
は
次
の

と
お
り
（
次
頁
図
表
３
）。

⑴　

事
前
の
相
談

　

遺
言
書
作
成
の
意
思
が
固
ま
っ
た

ら
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
、
財
産
配
分
の

バ
ラ
ン
ス
、
遺
留
分
へ
の
配
慮
、
相

続
税
の
納
付
な
ど
を
考
慮
し
、
組
合

員
の
意
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
内
容

を
具
体
的
に
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
。

　

こ
の
時
、
Ｊ
Ａ
の
担
当
者
と
、
農

中
信
託
銀
行
の
財
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
が
同
席
し
て
面
談
し
、対
応
す
る
。

財
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
、
資
産
管

理
・
承
継
に
関
す
る
知
識
を
豊
富
に

も
ち
、
組
合
員
の
気
持
ち
に
寄
り
添

う
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。
組
合
員
に
と

っ
て
、
長
年
に
わ
た
り
お
付
き
合
い

の
あ
る
Ｊ
Ａ
担
当
者
が
窓
口
と
な
る

個人資産相談部　上
かみ

薄
すき

主
ち

税
から

部長

【図表１】遺言書の保管件数の推移（信託協会公表）

【図表２】農中信託銀行の受託実績と代理店数推移

450 120
（件）

受託実績 代理店数

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年）

12

36 40 43 44
49 49 49 52 64

65
71

83 92
103 110

7 78
121 152 147 151 182 163

214 194 225 285
323 333

400
337

（店）

400
100

350
80300

60
250
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200

20

150
100
50
0 0

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

0

（件）
■ 執行付き　■ 保管のみ

（年）2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,721
8,956

6,142

5,877 5,916
6,101 6,398

6,776 7,399
7,980

20,268
39,209 62,769

91,832 102,707 112,214
121,999 132,309 142,294

151,739

（出所）一般社団法人信託協会「NEWS RELEASE 2021 年 7 月 9日」
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１
．
Ｊ
Ａ
山
形
市
の
概
要

　

私
た
ち
Ｊ
Ａ
山
形
市
は
、
県
都
で

あ
る
山
形
市
の
農
協
と
し
て
昭
和
二

三
年
四
月
に
創
立
し
ま
し
た
。
事
業

を
開
始
以
来
、
一
度
も
合
併
せ
ず
、

実
質
的
な
赤
字
を
出
さ
ず
、
ま
た
、

一
度
も
出
資
配
当
を
欠
か
さ
ず
、
自

主
自
立
の
健
全
経
営
を
貫
い
て
い
ま

す
。

　

昭
和
三
三
年
四
月
の
第
一
〇
回
通

常
総
会
に
お
い
て
、
市
街
化
区
域
の

拡
大
に
あ
わ
せ
て
、「
都
市
農
協
と

し
て
の
経
営
方
式
に
移
行
し
、
准
組

合
員
利
用
の
拡
大
（
貯
金
の
吸
収
・

融
資
の
伸
張
）
に
努
力
し
、
信
用
事

業
を
推
進
す
る
こ
と
」
を
決
議
し
ま

し
た
。
そ
れ
以
来
、
信
用
事
業
の
機

特
集
相
続
相
談
に
活
か
す
　
遺
言
書
関
連
知
識

③
　
遺
言
信
託
の
取
組
み
に
つ
い
て

能
を
全
事
業
の
中
心
に
置
き
、
現
在

は
、
本
店
と
、
そ
の
半
径
二
ｋ
ｍ
以

内
の
五
支
店
一
事
業
所
な
ら
び
に
サ

ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
八

施
設
で
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
三
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、

組
合
員
自
ら
区
画
整
理
組
合
を
設
立

し
、
組
合
施
行
に
よ
っ
て
市
街
化
区

域
内
の
農
地
に
ア
パ
ー
ト
や
貸
テ
ナ

ン
ト
等
を
建
設
し
た
り
、
農
地
を
売

却
し
て
郊
外
に
農
地
を
求
め
て
規
模

拡
大
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
組
合
員
の
要
望
に

応
え
る
べ
く
、
昭
和
四
八
年
度
に
不

動
産
部
を
設
置
し
、
そ
れ
ら
の
不
動

産
や
農
業
の
所
得
に
対
す
る
確
定
申

告
も
税
務
署
の
臨
時
税
理
士
制
度
を

利
用
し
、
昭
和
四
八
年
の
所
得
分
か

ら
申
告
の
受
付
け
を
し
、
平
成
一
六

年
度
か
ら
は
記
帳
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
を
立
ち
上
げ
、
業
務
と
し
て
組
合

員
の
記
帳
事
務
を
受
託
し
て
い
ま
す

（
派
遣
税
理
士
制
度
を
利
用
し
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
の
対
応
）。

２
．
当
Ｊ
Ａ
の
相
続
相
談
業

務
に
つ
い
て

　

昭
和
五
〇
年
代
の
相
続
相
談
は
、

Ｊ
Ａ
の
業
務
と
し
て
確
立
し
て
お
ら

ず
、
一
部
の
職
員
が
組
合
員
サ
ー
ビ

ス
で
対
応
し
て
い
ま
し
た
が
、
所
有

農
地
の
市
街
化
区
域
編
入
に
よ
り
正

組
合
員
六
五
〇
戸
の
ほ
と
ん
ど
の
組

合
員
が
相
続
税
申
告
の
対
象
者
と
な

り
、「
営
農
継
続
」
や
ア
パ
ー
ト
な

ど
の
資
産
継
承
が
組
合
員
の
重
要
な

関
心
事
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
に
入
り
、
当
Ｊ
Ａ
は
、
組
合

員
へ
の
充
実
し
た
対
応
と
相
続
相
談

を
業
務
と
し
て
確
立
す
る
た
め
、
こ

れ
を
支
店
長
の
仕
事
と
し
て
位
置
づ

け
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
相
続
相

談
は
、
信
頼
関
係
が
な
け
れ
ば
で
き

ま
せ
ん
。
相
続
相
談
は
す
べ
て
の
財

産
（
債
務
も
含
む
）、
戸
籍
関
係
、

行
方
不
明
者
や
障
が
い
者
の
有
無
な

ど
す
べ
て
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
の

相
談
と
な
る
た
め
、
個
人
情
報
の
管

理
が
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、支
店
長
の
業
務
と
し
て
い
ま
す
。

３
．
遺
言
信
託
の
取
組
み
に

つ
い
て

　

当
Ｊ
Ａ
で
は
、
農
中
信
託
銀
行
と

山形市農業協同組合
代表理事専務　佐藤 安裕

長
年
、
相
続
相
談
に
お
け
る
提
案
の
一
つ
に
遺
言
信
託
を
取
り
入
れ
て
い
る
Ｊ
Ａ
山
形
市
。

具
体
的
な
経
験
を
踏
ま
え
、
組
合
員
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
事
例
と
と
も
に
そ
の
取
組
み
の
内
容

を
紹
介
す
る
。
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面
談
や
協
議
を
重
ね
、
研
修
を
受
け

て
、
平
成
一
八
年
四
月
よ
り
、
正
式

に
第
二
次
の
遺
言
信
託
代
理
店
と
し

て
業
務
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

平
成
一
八
年
四
月
当
時
、
全
国
八

五
一
Ｊ
Ａ
の
う
ち
、
二
三
Ｊ
Ａ
が
遺

言
信
託
代
理
店
の
契
約
を
し
て
お

り
、東
京
都
内
の
一
三
Ｊ
Ａ
を
除
き
、

関
東
以
北
で
は
唯
一
の
代
理
店
で
し

た
。
そ
れ
か
ら
現
在
ま
で
の
契
約
数

は
、一
九
三
件
と
な
っ
て
い
ま
す（
二

〇
二
一
年
一
一
月
）。

⑴　

遺
言
信
託
の
必
要
性
の
認

識

　

次
世
代
対
策
は
、
現
世
代
に
と
っ

て
満
足
度
の
高
い
対
応
が
最
も
重
要

で
あ
り
、
当
Ｊ
Ａ
は
、
遺
言
信
託
が

究
極
の
相
続
対
策
と
位
置
づ
け
て
い

ま
す
。
遺
言
の
内
容
は
、
配
偶
者
や

子
ら
へ
の
財
産
継
承
が
目
的
と
な
る

こ
と
が
多
く
、
当
Ｊ
Ａ
で
は
、
組
合

員
と
の
信
頼
関
係
の
継
承
の
た
め
に

も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
遺
言
信
託
の
必
要
性
に

つ
い
て
は
、
常
勤
役
員
と
各
部
長
・

支
店
長
の
共
通
認
識
と
す
る
よ
う
日

頃
か
ら
徹
底
し
て
い
ま
す
。

⑵　

信
用
事
業
の
業
務
と
し
て

　

当
Ｊ
Ａ
で
は
、
遺
言
信
託
の
担
当

者
を
金
融
部
（
本
店
）
に
配
属
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
が
農
中
信
託
銀
行
と

の
窓
口
で
あ
り
、
信
用
事
業
の
一
つ

と
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
だ
と

考
え
る
か
ら
で
す
。
支
店
は
、
組
合

員
と
の
様
々
な
や
り
取
り
が
あ
り
ま

す
が
、
相
続
相
談
が
で
き
な
け
れ
ば

支
店
長
は
務
ま
り
ま
せ
ん
。
信
頼
関

係
を
築
き
、
家
族
内
関
係
を
十
分
に

把
握
し
た
う
え
で
、
遺
言
信
託
を
お

勧
め
す
べ
き
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で

提
案
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

⑶　

相
談
・
契
約
は
濃
密
に

　

農
中
信
託
銀
行
の
財
務
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
と
契
約
者
と
の
面
談
は
、
概

ね
二
～
三
回
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、

当
Ｊ
Ａ
の
遺
言
信
託
担
当
者
と
財
務

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
間
の
打
合
せ
や
、

契
約
者
と
支
店
長
と
の
打
合
せ
は
濃

密
に
行
う
よ
う
徹
底
し
て
い
ま
す
。

財
産
の
分
割
方
法
、
二
次
相
続
の
際

に
起
こ
る
こ
と
、
家
族
お
よ
び
相
続

人
関
係
等
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
で
す
。

　

場
所
も
大
切
で
す
。
相
談
・
契
約

に
あ
た
っ
て
は
、
本
店
二
階
の
応
接

室
で
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
特

に
、
契
約
時
は
、
本
店
ビ
ル
六
階
に

あ
る
公
証
役
場
か
ら
、
公
証
人
に
来

て
い
た
だ
き
ま
す
。
支
店
の
応
接
室

等
で
す
と
、
近
隣
の
組
合
員
等
が
見

て
い
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
公
証

役
場
で
は
、
他
の
組
合
員
に
会
う
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。
本
店
は
正
組
合

員
を
担
当
し
て
い
な
い
た
め
、
安
心

し
て
話
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
遺
言
信
託
の
契
約
時
、
内

容
に
つ
い
て
の
意
思
確
認
が
必
要
で

す
が
、
配
偶
者
や
子
に
相
続
さ
せ
る

場
合
よ
り
、
第
三
者
や
団
体
に
相
続

さ
せ
る
ほ
う
が
、
よ
り
高
い
意
思
能

力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

内
容
を
確
認
す
る
と
き
は
「
～
で

い
い
で
す
か
？
」
で
な
く
「
～
で
い

い
で
す
よ
ね
」と
聞
い
て「
う
ん
」「
は

い
」
の
返
答
を
も
ら
う
よ
う
に
し
て

い
ま
す
が
、
第
三
者
へ
の
相
続
の
場

合
は
、
き
ち
ん
と
本
人
の
口
か
ら
内

容
を
話
し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
、
後
に
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
す
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
の
で
、
特
に
注

意
し
て
い
ま
す
。

⑷　

公
証
人
、
行
政
書
士
、
弁

護
士
等
と
の
関
係
強
化

　

当
Ｊ
Ａ
で
の
遺
言
信
託
の
第
一
号

の
契
約
は
、九
七
才
の
正
組
合
員（
男

性
）
で
し
た
。
当
時
の
公
証
役
場
は

古
い
ビ
ル
の
二
階
に
あ
り
、
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
も
な
く
、
二
階
ま
で
支
店
長

が
組
合
員
を
お
ぶ
っ
て
登
り
、
契
約

し
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
九

年
前
、
山
形
公
証
役
場
は
、
当
Ｊ
Ａ

本
店
ビ
ル
六
階
に
移
転
し
ま
し
た
。

些
細
な
こ
と
で
も
相
談
で
き
る
関
係

を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
公
正
証
書
遺
言
を
作
成
す

る
際
に
必
要
な
証
人
は
、
行
政
書
士

に
特
定
し
て
い
ま
す
。
相
続
発
生
後

も
、
Ｊ
Ａ
と
組
合
員
の
信
頼
関
係
を

維
持
す
る
た
め
に
、
職
員
は
証
人
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
ほ
か
、
遺
言
信
託
の
契
約
に

あ
た
っ
て
は
税
理
士
・
司
法
書
士
・

弁
護
士
の
協
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

担
当
す
る
職
員
や
支
店
長
は
、
専
門

家
ら
を
上
手
に
動
か
す
能
力
が
必
要

と
い
え
ま
す
。
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二
〇
一
八
年
七
月
六
日
の
民
法
改

正
に
よ
っ
て
、
一
九
八
〇
年
以
来
、

実
質
的
な
変
更
が
な
か
っ
た
相
続
法

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
、

「
配
偶
者
居
住
権
」
が
創
設
さ
れ
、

二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
新
民
法
下

に
お
け
る
相
続
法
改
正
の
潮
流
は
、

配
偶
者
の
権
利
拡
大
と
連
動
し
て
い

る
と
感
じ
取
れ
ま
す
。

　
一
九
八
〇
年
の
改
正
で
は
、
配
偶

者
の
法
定
相
続
分
が
拡
大
さ
れ
ま
し

た
。
例
え
ば
、
第
一
順
位
の
血
族
相

続
人
で
あ
る
子
と
配
偶
者
が
相
続
す

る
場
合
、
一
九
八
〇
年
改
正
前
は
配

偶
者
の
相
続
分
は
三
分
の
一
で
し
た

が
、
改
正
に
よ
っ
て
現
行
の
二
分
の

一
に
増
え
て
い
ま
す
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
二
〇
一
八
年

の
改
正
民
法
（
以
下
、「
改
正
民
法
」

と
い
う
）
に
お
け
る
配
偶
者
居
住
権

の
内
容
と
相
続
税
に
お
け
る
取
扱
い

を
確
認
し
、
次
に
、
配
偶
者
居
住
権

創
設
以
前
か
ら
措
置
さ
れ
て
い
て
配

偶
者
の
権
利
保
護
を
後
押
し
す
る
こ

と
が
期
待
で
き
る
、
相
続
税
法
上
の

優
遇
措
置
を
取
り
上
げ
て
解
説
し
ま

す
。
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
が
、
被
相

続
人
、
生
存
配
偶
者
お
よ
び
共
同
相

続
人
を
取
り
巻
く
環
境
に
適
合
し
、

配
偶
者
の
権
利
保
護
を
実
現
で
き
る

の
か
、
そ
の
判
断
材
料
と
な
る
よ

う
、
論
点
を
整
理
し
て
い
き
ま
す
。

Ⅰ　
改
正
民
法
に
お
け
る
配
偶
者
の
居
住
権
を
保

護
す
る
た
め
の
方
策

１
．
配
偶
者
居
住
権
の

創
設

　「
配
偶
者
居
住
権
」
と
は
、
配
偶

者
が
相
続
開
始
時
に
被
相
続
人
と
と

も
に
居
住
し
て
い
た
、
被
相
続
人
所

有
の
建
物
を
対
象
と
し
て
、
終
身
ま

た
は
一
定
期
間
、
配
偶
者
に
建
物
の

使
用
を
認
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る

権
利
を
い
い
ま
す
（
民
法
一
〇
二
八

条
）。

　
配
偶
者
居
住
権
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
次
の
場
合
で
す
。

①
遺
産
分
割
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

場
合
（
遺
産
分
割
協
議
書
）

②
被
相
続
人
の
遺
言
書
等
に
よ
り
配

偶
者
居
住
権
が
遺
贈
の
目
的
と
さ

れ
た
場
合
（
遺
言
書
）

　
ま
た
、
配
偶
者
居
住
権
は
そ
の
法

律
的
性
格
か
ら
、
配
偶
者
居
住
権
を

第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
配
偶
者
居
住

権
は
配
偶
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
消

滅
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
配
偶
者
短
期
居
住
権

（
相
続
開
始
時
か
ら
少
な
く
と
も
六

解
説

配
偶
者
居
住
権
に

関
す
る
論
点
整
理
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